
議案第９号 

 

北本市敬老祝金条例の一部改正について 

 

 北本市敬老祝金条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２３年２月２１日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治 

 

 

北本市敬老祝金条例の一部を改正する条例 

 

 北本市敬老祝金条例（平成１４年条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「年齢が」の次に「満７７歳、満８０歳、」を加える。 

 第３条の表満８８歳の者の項の前に次のように加える。 

満７７歳の者 ５，０００円

満８０歳の者 ７，０００円

 

附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 


